
平成23年分（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算明細書（再び居住の用に供した方用）
○　この明細書は、住宅の取得等をして居住の用に供していた方が、勤務先からの転任の命令に伴う転居その他これに準
ずるやむを得ない理由に基因してその家屋を居住の用に供さなくなった後、その家屋を再び居住の用に供した場合で次
に該当するときに使用します。

　・　再び居住の用に供したことにより、（特定増改築等）住宅借入金等特別控除の再適用を受ける場合
　・　再び居住の用に供したことにより、初めてその家屋に係る（特定増改築等）住宅借入金等特別控除の適用を受ける

場合
○　この明細書の書き方については、控用の（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算明細書（再び居住の用に供
した方用）の書き方を参照してください。

年分以後に年末調整でこの控除を受けるため、控除証明書の交付を要する方は、右の「要する」の
文字を　　　で囲んでください。

※　⑲の金額を申告書第一表の「税金の計算」欄の（特定増改築等）住宅借入金等特別控除に転記します。

三面の該当する算式のうち、いずれか一の算式により計算し、その番号を書きます。

台帳番号
一連番号

転 居 年 月 日

　住所及び氏名

（再び居住の用に供したことに係る事項）

（共有者の氏名）※共有の場合のみ書いてください。

　新築又は購入した家屋等に係る事項

　控除証明書の要否

（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額

　増改築等をした部分に係る事項

住　所
郵便番号　　　　－

電話番号 （　　　　）
フリガナ

氏　名

フリガナ

氏　名

フリガナ

氏　名

平成　　　年　　　月　　　日

居 住 開 始 年 月 日

増改築等の費用の額

うち居住用部分の金額

居住開始年月日

取 得 対 価 の 額

総 （床） 面 積

うち居住用部分
の（床）面 積

平成　年　月　日

円

再 居 住 開 始 年 月 日 平成　　　年　　　月　　　日

□　賃貸の用　　平成　　　年　　　月　　　日　～　平成　　　年　　　月　　　日
□　空家　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ヌ

チ

平成　年　月　日

家屋に関する事項 土地等に関する事項

円

㎡

イ

ロ

ハ

ニ

（平成　年　月　日）

円

㎡

ホ

へ

ト

リ

要する

番
号

円

用
出
提 一

面

整理欄 入
力

【再び居住の用に供した場合の適用】
再び居住の用に供したことにより、初めて
その家屋に係る（特定増改築等）住宅借入
金等特別控除の適用を受ける

□
【再び居住の用に供した場合の再適用】
再び居住の用に供したことにより、（特
定増改築等）住宅借入金等特別控除の
再適用を受ける

□

住
民

その家屋に係る（特定
増改築等）住宅借入金
等 特 別 控 除 の 適 用

居住の用に供していない
期 間 の 家 屋 の 用 途

再び居住の用に供した
家 屋 の 所 在 地

平成24

○
こ
の
明
細
書
は
、
申
告
書
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※　㋷の金額が100万円を超えるときに、増改築等に係る
　住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。

※　三面の⑲の金額を転記します。

（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額（100円未満の端数切捨て）



年分（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算の基礎となる住宅借入金等の年末残高の計算明細書

用
出
提 二

面

、
は
書
細
明
の
こ
○

。
い
さ
だ
く
て
し
出
提
に
緒
一
と
書
告
申

（再び居住の用に供した方用）
○　この明細書は、（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算の基礎となる住宅借入金等の年末残高の額を計算する
ために使用します。

○　この明細書の書き方については、控用の（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算の基礎となる住宅借入金等の
年末残高の計算明細書の書き方を参照してください。

氏　名家屋や土地等の取得対価の額

居住用部分の家屋又は土地等に係る住宅借入金等の年末残高

特定の増改築等に係る事項

取 　 得 　 対 　 価 　 の 　 額 　 等

あなたの持分に係る取得対価の額等
（①又は（①×②））

新築、 購入及び増改築等に係る
住 宅 借 入 金 等 の 年 末 残 高

居 住 用 部 分 に 係 る
住 宅 借 入 金 等 の 年 末 残 高

（⑦×⑧）

住宅借入金等の年末残高の合計額（Ｅの⑨＋Ｆの⑨＋Ｇの⑨＋Ｈの⑨）
※　⑩の金額を三面の「住宅借入金等の年末残高の合計額⑩」欄に転記します。

③と⑥のいずれか少ない方の金額

居　　　住　　　用　　　割　　　合

連帯債務に係るあなたの負担割合
　　　　（四面の⑭の割合）

住 宅 借 入 金 等 の 年 末 残 高
　　　　（四面の⑯の金額）
※連帯債務がない場合には、④の金額を書きます。

あ な た の 共 有 持 分
※共有となっている場合のみ書いてください。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

Ａ　家　　屋 Ｂ　土　地　等 Ｃ　合　　計 Ｄ 増 改 築 等

Ｅ住宅のみ Ｆ土地等のみ Ｇ 住宅及び土地等 Ｈ 増 改 築 等

一面のロ 円 一面のホ 円 一面のリ 円

（一面のニ÷ハ） ％（一面のト÷ヘ） ％ ％（一面のヌ÷リ） ％

％ ％ ％ ％

円 円 円 円

円

円 円 円 円

円 円 円 円

円円 円 円

　　③の金額（　　　　　　　　　　円）－特例の適用を受けた金額（　　　　　　　　　 円）＝（　　　　　　　　 　円）

※　特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合のみ書いてください。

高 齢 者 等 居 住 改 修 工 事 等 の 費 用 の 額

あなたの持分に係る特定の増改築等工事の費用の額
（⑯又は⑯×Ｄの②）

特 定 増 改 築 等 住 宅 借 入 金 等 の 年 末 残 高

交 付 等 を 受 け る 補 助 金 等 の 合 計 額

断 熱 改 修 工 事 等 の 費 用 の 額

（ ⑪ － ⑫ ）

特 定 の 増 改 築 等 工 事 の 費 用 の 額（ ⑬ ＋ ⑮ ）

⑪

⑫

⑬

⑰

⑭

⑮

⑯

⑱

※小数点以下第１位まで書きます。

特 定 断 熱 改 修 工 事 等 の 費 用 の 額

高齢者等居住改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合に、あなた又は同居親族の方
について該当する欄をチェックします。

………………………………………………………………　□
２　障害者（１に該当する方を除きます。）………………………………………………………………………………　□
３　要介護認定又は要支援認定を受けている（１又は２に該当する方を除きます。）………………………………　□
同居親族の方が該当する場合は、その方の氏名等を書きます。
　氏名（　　　　　　　　　　　）　続柄（　　　　　　　　 ）

平成23

※　⑬の金額が30万円を超えるときに、高齢者等居住改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受ける
　ことができます。
※　⑭又は⑮の金額が30万円を超えるときに、断熱改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受けるこ
　とができます。

（⑩と⑰のいずれか少ない方の金額（最高200万円））

（Ⓐの③＋Ⓑの③）
又は（Ⓑの③＋Ⓓの③）

※連帯債務がない場合には、100％と書きます。

１　年齢が50歳以上（同居親族の方の場合は65歳以上）

※30万円を超える場合に限ります。

※30万円を超える場合に限ります。

※30万円を超える場合に限ります。

※　⑦欄の記入に当たっては、「住宅取得等資金の贈与税の非課税」及び「相続時精算課税選択の特例」（以下、あわせて「特例」と
　いいます。）の適用を受けた方は、次により計算した金額と⑥のいずれか少ない方の金額を書きます。



円
住宅借入金等の年末残高の合計額

居 住 の 用 に 供 し た 日 等 算　式　等
（特定増改築等）住宅借入金等特別
控除額番

号

円

円

平成14年１月１日から平成16年12月31日
までの間に居住の用に供した場合

平成13年１月１日から平成13年６月30日
までの間に居住の用に供した場合

住宅借入金等特
別 控 除 の 適 用
を 受 け る 場 合
（ ２ か ら ５ の
い ず れ か を 選
択 す る 場 合 を
除 き ま す。）

住 宅 借 入 金 等
特 別 控 除 の 控
除 額 の 特 例 を
選 択 し た 場 合

高 齢 者 等 居 住
改 修 工 事 等 に
係る特定増改築
等 住 宅 借 入 金
等 特 別 控 除 を
選 択 し た 場 合

断熱改修工事等
に係る特定増改
築等住宅借入金
等 特 別 控 除 を
選 択 し た 場 合

＝×

円
＝×

平成11年１月１日から平成12年12月31日
までの間に居住の用に供した場合 ＝×

円
＝×

＝×

＝×

＝×

＝×

＝×

＝×

円

認 定 長 期 優 良
住 宅 の 新 築 等
に 係 る 住 宅 借
入 金 等 特 別 控
除 の 特 例 を 選
択 し た 場 合

用
出
提

○

は

三

面

三

面

一

面

氏　名

次の該当する算式のうち、いずれか一の算式により計算します。

〇 平成23年分 （特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算（再び居住の用に供した方用）

円

円

円

円

円

円

円

円

＝×

平成21年１月１日から平成22年12月31日
までの間に居住の用に供した場合

平成21年６月４日から平成22年12月31日
までの間に居住の用に供した場合

平成19年4月1日から平成22年12月31日までの間に居住の用に供した場合

平成20年4月1日から平成22年12月31日までの間に居住の用に供した場合

と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

（100円未満の端数切捨て）
（最高50万円）

（最高20万円）

（最高25万円）

（最高25万円）

（最高12万円）

（最高15万円）

（最高60万円）

（最高12万円）

（最高12万円）

（最高30万円）

（最高40万円）

（最高50万円）

（最高37万５千円）

平成20年中に居住の用に供した場合

平成19年中に居住の用に供した場合

平成18年中に居住の用に供した場合

平成17年中に居住の用に供した場合

平成20年中に居住の用に供した場合

平成19年中に居住の用に供した場合

⑩の金額（最高1, 000万円）………… ⓐ（　　　　　　　　　）

⑩の金額（最高1, 000万円）………… ⓐ（　　　　　　　　　）

※　⑲の金額を一面の⑲欄に転記します。

二面の⑱の金額（　　　　　）×0.02＋（ⓐ－⑱）×　　0.01 　＝

二面の⑱の金額（　　　　　）×0.02＋（ⓐ－⑱）×　　0.01 　＝

※　二面の⑩の金額を転記します。



平成23年分連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書

用
出
提 四

面

　各共有者の取得した資産に係る取得対価の額等の計算

　各共有者の住宅借入金等の年末残高

円 円 円

円

円

円

円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

％ ％ ％ ％

○　この明細書は、（特定増改築等）住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合で、連帯債務に係る住宅借入金等がある
ときに使用します。

○　連帯債務に係る住宅借入金等について、当事者間において任意の負担割合が取り決められている場合には、税務署に
おたずねください。

連 帯 債 務 者（ 共 有 者 ）の 氏 名

取

得

し

た

資

産

状
の
金
資
る
係
に
産
資
た
し
得
取

況

屋
家

（

）
等
築
改
増

土

地

等

家 屋 の 取 得 対 価 の 額
（増改築等の費用の額）

各共有者の持分に係る
家屋の取得対価の額等

（ ① × ② ）

各共有者の持分に係る
土地等の取得対価の額

（ ④ × ⑤ ）

各 共 有 者 の 単 独 債 務
に よ る 当 初 借 入 金 額

連 帯 債 務 に よ る
当 初 借 入 金 額

当該債務に係る住宅借入
金等に係る年末残高

当該債務に係る住宅借入
金等に係る年末残高

各 共 有 者 の 負 担 す べ き
連 帯 債 務 に よ る 借 入 金 の 額

（ ⑦ －⑧ － ⑨ ）

各共有者の住宅借入金等の年末残高
（ ⑩ ＋ ⑮ ）

各 共 有 者 の 取 得 し た 資 産
に 係 る 取 得 対 価 の 額 等

（ ③ ＋ ⑥ ）

連 帯 債 務 に よ る 借 入 金 に
係 る 各 共 有 者 の 負 担 割 合

（ ⑬ ÷ ⑪ ）
※　小数点以下第２位まで書きます。

連 帯 債 務 に よ る 借 入 金 に
係 る 各 共 有 者 の 年 末 残 高

（ ⑫ × ⑭ ）

各 共 有 者 の
自 己 資 金 負 担 額

各 共 有 者 の 共 有 持 分

土地等の取得対価の額

各 共 有 者 の 共 有 持 分

借

入

金

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

Ａ（あなた） Ｂ（共有者） ＤＣ（共有者）
合　計　等

（○＋○＋○）Ａ Ｂ Ｃ

（○＋○＋○）Ａ Ｂ Ｃ

※２　①と④の金額の合計額（以下「取得対価の額の合計額」といいます。）と、⑧及び⑨のＤの金額と⑪の金額の合計
額（以下「取得資金の額の合計額」といいます。）とが異なる場合には、次により調整が必要となります。
・取得対価の額の合計額の方が多い場合……「各共有者の自己資金負担額」を各共有者間で調整し、増額します。
・取得資金の額の合計額の方が多い場合……「各共有者の自己資金負担額」を各共有者間で調整し、減額します。

※１　連帯債務に係る住宅借入金等について、証明書に記載されている「住宅借入金等の内訳」欄の区分が２以上あると
きは、税務署におたずねください。

※２　⑭の割合及び⑯の金額を各共有者の二面の⑤欄及び⑥欄に転記します。

（再び居住の用に供した方用）

（赤字のときは０） （赤字のときは０） （赤字のときは０）

○
こ
の
明
細
書
は
、
申
告
書
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※１　⑩欄及び⑫欄には、金融機関等から交付を受けた「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」（以下「証明書」
　　といいます。）に記載されている住宅借入金等の年末残高を書きます（２か所以上から証明書の交付を受けている場合
　　には、全ての証明書に基づいて書きます。）。



控

用

一

面

平成23年分（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算明細書（再び居住の用に供した方用）
○　この明細書は、住宅の取得等をして居住の用に供していた方が、勤務先からの転任の命令に伴う転居その他これに準
ずるやむを得ない理由に基因して家屋を居住の用に供さなくなった後、その家屋を再び居住の用に供した場合で次に該
当するときに使用します。

　・　再び居住の用に供したことにより、（特定増改築等）住宅借入金等特別控除の再適用を受ける場合
　・　再び居住の用に供したことにより、初めてその家屋に係る（特定増改築等）住宅借入金等特別控除の適用を受ける

場合
○　この明細書の書き方については、控用の（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算明細書（再び居住の用に供
した方用）の書き方を参照してください。

　住所及び氏名 （共有者の氏名）※共有の場合のみ書いてください。

住　所
郵便番号　　　　－

電話番号 （　　　　）
フリガナ

氏　名

フリガナ

氏　名

フリガナ

氏　名

平成24年分以後に年末調整でこの控除を受けるため、控除証明書の交付を要する方は、右の「要する」の
文字を　　　で囲んでください。

※　⑲の金額を申告書第一表の「税金の計算」欄の（特定増改築等）住宅借入金等特別控除に転記します。

三面の該当する算式のうち、いずれか一の算式により計算し、その番号を書きます。

転 居 年 月 日

（再び居住の用に供したことに係る事項）

　新築又は購入した家屋等に係る事項

　控除証明書の要否

（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額

　増改築等をした部分に係る事項

平成　　　年　　　月　　　日

居 住 開 始 年 月 日

増改築等の費用の額

うち居住用部分の金額

居住開始年月日

取 得 対 価 の 額

総 （床） 面 積

うち居住用部分
の（床）面 積

平成　年　月　日

円

再 居 住 開 始 年 月 日 平成　　　年　　　月　　　日

□　賃貸の用　　平成　　　年　　　月　　　日　～　平成　　　年　　　月　　　日
□　空家　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ヌ

チ

平成　年　月　日

家屋に関する事項 土地等に関する事項

円

㎡

イ

ロ

ハ

ニ

（平成　年　月　日）

円

㎡

ホ

へ

ト

リ

要する

番
号

円

【再び居住の用に供した場合の適用】
再び居住の用に供したことにより、初めて
その家屋に係る（特定増改築等）住宅借入
金等特別控除の適用を受ける

□
【再び居住の用に供した場合の再適用】
再び居住の用に供したことにより、（特
定増改築等）住宅借入金等特別控除の
再適用を受ける

□その家屋に係る（特定
増改築等）住宅借入金
等 特 別 控 除 の 適 用

居住の用に供していない
期 間 の 家 屋 の 用 途

再び居住の用に供した
家 屋 の 所 在 地

○
こ
の
用
紙
は　

控　

用　

で
す
。　

申
告
に
は
、
必
ず　

提
出
用　

を
使
っ
て
く
だ
さ
い
。

（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額（100円未満の端数切捨て）

※　三面の⑲の金額を転記します。

※　㋷の金額が100万円を超えるときに、増改築等に係る
　住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。



二

面

控

用

平成23年分（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算の基礎となる住宅借入金等の年末残高の計算明細書
（再び居住の用に供した方用）

○　この明細書は、（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算の基礎となる住宅借入金等の年末残高の額を計算する
ために使用します。

○　この明細書の書き方については、控用の（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算の基礎となる住宅借入金等の
年末残高の計算明細書の書き方を参照してください。

氏　名　家屋や土地等の取得対価の額

　居住用部分の家屋又は土地等に係る住宅借入金等の年末残高

　特定の増改築等に係る事項

取 　 得 　 対 　 価 　 の 　 額 　 等

あなたの持分に係る取得対価の額等
（①又は（①×②））

新築、 購入及び増改築等に係る
住 宅 借 入 金 等 の 年 末 残 高

居 住 用 部 分 に 係 る
住 宅 借 入 金 等 の 年 末 残 高

（⑦×⑧）

住宅借入金等の年末残高の合計額（Ｅの⑨＋Ｆの⑨＋Ｇの⑨＋Ｈの⑨）
※　⑩の金額を三面の「住宅借入金等の年末残高の合計額⑩」欄に転記します。

③と⑥のいずれか少ない方の金額

居　　　住　　　用　　　割　　　合

連帯債務に係るあなたの負担割合
　　　　（四面の⑭の割合）

住 宅 借 入 金 等 の 年 末 残 高
　　　　（四面の⑯の金額）
※連帯債務がない場合には、④の金額を書きます。

あ な た の 共 有 持 分
※共有となっている場合のみ書いてください。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

Ａ　家　　屋 Ｂ　土　地　等 Ｃ　合　　計 Ｄ 増 改 築 等

Ｅ住宅のみ Ｆ土地等のみ Ｇ 住宅及び土地等 Ｈ 増 改 築 等

一面のロ 円 一面のホ 円 一面のリ 円

（一面のニ÷ハ） ％（一面のト÷ヘ） ％ ％（一面のヌ÷リ） ％

％ ％ ％ ％

円 円 円 円

円

円 円 円 円

円 円 円 円

円円 円 円

　　③の金額（　　　　　　　　　　円）－特例の適用を受けた金額（　　　　　　　　　 円）＝（　　　　　　　　 　円）

※　特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合のみ書いてください。

高 齢 者 等 居 住 改 修 工 事 等 の 費 用 の 額

あなたの持分に係る特定の増改築等工事の費用の額
（⑯又は⑯×Ｄの②）

特 定 増 改 築 等 住 宅 借 入 金 等 の 年 末 残 高

交 付 等 を 受 け る 補 助 金 等 の 合 計 額

断 熱 改 修 工 事 等 の 費 用 の 額

（ ⑪ － ⑫ ）

特 定 の 増 改 築 等 工 事 の 費 用 の 額（ ⑬ ＋ ⑮ ）

⑪

⑫

⑬

⑰

⑭

⑮

⑯

⑱

※小数点以下第１位まで書きます。

特 定 断 熱 改 修 工 事 等 の 費 用 の 額

高齢者等居住改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合に、あなた又は同居親族の方
について該当する欄をチェックします。

………………………………………………………………　□
２　障害者（１に該当する方を除きます。）………………………………………………………………………………　□
３　要介護認定又は要支援認定を受けている（１又は２に該当する方を除きます。）………………………………　□
同居親族の方が該当する場合は、その方の氏名等を書きます。
　氏名（　　　　　　　　　　　）　続柄（　　　　　　　　 ）

○
こ
の
用
紙
は　

控　

用　

で
す
。　

申
告
に
は
、
必
ず　

提
出
用　

を
使
っ
て
く
だ
さ
い
。

※　⑬の金額が30万円を超えるときに、高齢者等居住改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受ける
　ことができます。
※　⑭又は⑮の金額が30万円を超えるときに、断熱改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受けるこ
　とができます。

（⑩と⑰のいずれか少ない方の金額（最高200万円））

（Ⓐの③＋Ⓑの③）
又は（Ⓑの③＋Ⓓの③）

※連帯債務がない場合には、100％と書きます。

１　年齢が50歳以上（同居親族の方の場合は65歳以上）

※30万円を超える場合に限ります。

※30万円を超える場合に限ります。

※30万円を超える場合に限ります。

※　⑦欄の記入に当たっては、「住宅取得等資金の贈与税の非課税」及び「相続時精算課税選択の特例」（以下、あわせて「特例」と
　いいます。）の適用を受けた方は、次により計算した金額と⑥のいずれか少ない方の金額を書きます。



控

用

三

面

次の該当する算式のうち、いずれか一の算式により計算します。

〇 平成23年分 （特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算（再び居住の用に供した方用）

円

居 住 の 用 に 供 し た 日 等 算　式　等
（特定増改築等）住宅借入金等特別
控除額番

号

円

円

住宅借入金等特
別 控 除 の 適 用
を 受 け る 場 合
（ ２ か ら ５ の
い ず れ か を 選
択 す る 場 合 を
除 き ま す。）

住 宅 借 入 金 等
特 別 控 除 の 控
除 額 の 特 例 を
選 択 し た 場 合

高 齢 者 等 居 住
改 修 工 事 等 に
係る特定増改築
等 住 宅 借 入 金
等 特 別 控 除 を
選 択 し た 場 合

断熱改修工事等
に係る特定増改
築等住宅借入金
等 特 別 控 除 を
選 択 し た 場 合

＝×

円
＝×

＝×

円
平成21年１月１日から平成22年12月31日
までの間に居住の用に供した場合 ＝×

＝×

＝×

＝×

＝×

＝×

＝×

円

認 定 長 期 優 良
住 宅 の 新 築 等
に 係 る 住 宅 借
入 金 等 特 別 控
除 の 特 例 を 選
択 し た 場 合

氏　名

円

円

円

円

円

円

円

円

＝×

住宅借入金等の年末残高の合計額

平成21年６月４日から平成22年12月31日
までの間に居住の用に供した場合

平成19年4月1日から平成22年12月31日までの間に居住の用に供した場合

平成20年4月1日から平成22年12月31日までの間に居住の用に供した場合

平成14年１月１日から平成16年12月31日
までの間に居住の用に供した場合

平成13年１月１日から平成13年６月30日
までの間に居住の用に供した場合

平成11年１月１日から平成12年12月31日
までの間に居住の用に供した場合

（100円未満の端数切捨て）
（最高50万円）

（最高20万円）

（最高25万円）

（最高25万円）

（最高12万円）

（最高15万円）

（最高60万円）

（最高12万円）

（最高12万円）

（最高30万円）

（最高40万円）

（最高50万円）

（最高37万５千円）

平成20年中に居住の用に供した場合

平成19年中に居住の用に供した場合

平成18年中に居住の用に供した場合

平成17年中に居住の用に供した場合

平成20年中に居住の用に供した場合

平成19年中に居住の用に供した場合

⑩の金額（最高1, 000万円）………… ⓐ（　　　　　　　　　）

⑩の金額（最高1, 000万円）………… ⓐ（　　　　　　　　　）

※　⑲の金額を一面の⑲欄に転記します。

二面の⑱の金額（　　　　　）×0.02＋（ⓐ－⑱）×　　0.01 　＝

二面の⑱の金額（　　　　　）×0.02＋（ⓐ－⑱）×　　0.01 　＝

※　二面の⑩の金額を転記します。

○
こ
の
用
紙
は　

控　

用　

で
す
。　

申
告
に
は
、
必
ず　

提
出
用　

を
使
っ
て
く
だ
さ
い
。



○　この明細書は、（特定増改築等）住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合で、連帯債務に係る住宅借入金等がある
ときに使用します。

○　連帯債務に係る住宅借入金等について、当事者間において任意の負担割合が取り決められている場合には、税務署に
おたずねください。

（再び居住の用に供した方用）

控

用

四

面

　各共有者の取得した資産に係る取得対価の額等の計算

　各共有者の住宅借入金等の年末残高

円 円 円

円

円

円

円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

％ ％ ％ ％

連 帯 債 務 者（ 共 有 者 ）の 氏 名

取

得

し

た

資

産

状
の
金
資
る
係
に
産
資
た
し
得
取

況

屋
家

（

）
等
築
改
増

土

地

等

家 屋 の 取 得 対 価 の 額
（増改築等の費用の額）

各共有者の持分に係る
家屋の取得対価の額等

（ ① × ② ）

各共有者の持分に係る
土地等の取得対価の額

（ ④ × ⑤ ）

各 共 有 者 の 単 独 債 務
に よ る 当 初 借 入 金 額

連 帯 債 務 に よ る
当 初 借 入 金 額

当該債務に係る住宅借入
金等に係る年末残高

当該債務に係る住宅借入
金等に係る年末残高

各 共 有 者 の 負 担 す べ き
連 帯 債 務 に よ る 借 入 金 の 額

（ ⑦ －⑧ － ⑨ ）

各共有者の住宅借入金等の年末残高
（ ⑩ ＋ ⑮ ）

各 共 有 者 の 取 得 し た 資 産
に 係 る 取 得 対 価 の 額 等

（ ③ ＋ ⑥ ）

連 帯 債 務 に よ る 借 入 金 に
係 る 各 共 有 者 の 負 担 割 合

（ ⑬ ÷ ⑪ ）
※　小数点以下第２位まで書きます。

連 帯 債 務 に よ る 借 入 金 に
係 る 各 共 有 者 の 年 末 残 高

（ ⑫ × ⑭ ）

各 共 有 者 の
自 己 資 金 負 担 額

各 共 有 者 の 共 有 持 分

土地等の取得対価の額

各 共 有 者 の 共 有 持 分

借

入

金

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

Ａ（あなた） Ｂ（共有者） ＤＣ（共有者）
合　計　等

（○＋○＋○）Ａ Ｂ Ｃ

（○＋○＋○）Ａ Ｂ Ｃ

※２　①と④の金額の合計額（以下「取得対価の額の合計額」といいます。）と、⑧及び⑨のＤの金額と⑪の金額の合計
額（以下「取得資金の額の合計額」といいます。）とが異なる場合には、次により調整が必要となります。
・取得対価の額の合計額の方が多い場合……「各共有者の自己資金負担額」を各共有者間で調整し、増額します。
・取得資金の額の合計額の方が多い場合……「各共有者の自己資金負担額」を各共有者間で調整し、減額します。

※１　連帯債務に係る住宅借入金等について、証明書に記載されている「住宅借入金等の内訳」欄の区分が２以上あると
きは、税務署におたずねください。

※２　⑭の割合及び⑯の金額を各共有者の二面の⑤欄及び⑥欄に転記します。

（赤字のときは０） （赤字のときは０） （赤字のときは０）

平成23年分連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書

○
こ
の
用
紙
は　

控　

用　

で
す
。　

申
告
に
は
、
必
ず　

提
出
用　

を
使
っ
て
く
だ
さ
い
。

※１　⑩欄及び⑫欄には、金融機関等から交付を受けた「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」（以下「証明書」
　　といいます。）に記載されている住宅借入金等の年末残高を書きます（２か所以上から証明書の交付を受けている場合
　　には、全ての証明書に基づいて書きます。）。



平成２３年分（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算明細書（再び居住の用に供した方用）の書き方

○（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算明細書（再び居住の用に供した方用）は、まず、 1、 2、 3 及び 4の該当
　する欄を書き、次に 5により（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額を計算します。

　

）
　所定の欄に該当する事項を書いてください。
　また、「居住の用に供していない期間の家屋の用途」欄の「その他」に該当する場合は、その内容を具体的に書いてくだ
さい。
　なお、「その家屋に係る（特定増改築等）住宅借入金等特別控除の適用」欄は、（特定増改築等）住宅借入金等特別控除に
係る【再び居住の用に供した場合の再適用】又は【再び居住の用に供した場合の適用】の区分に応じ、該当する□にチェッ
ク（　）します。

「土地等に関する事項」欄は、土地等に係る住宅借入金等の年末残高がある方だけが書いてください。
また、「土地等に関する事項」欄の「（平成　　年　　月　　日）」は、土地等を先行取得した場合に、その先行取得の日を

書いてください。

　 　三面の該当する算式のうち、いずれか一の算式により（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額を計算し、一面の⑲欄に
転記します。

　　申告書への転記等
　一面の⑲の金額を申告書第一表の「税金の計算」欄の（特定増改築等）住宅借入金等特別控除に転記します。
　また、申告書第二表の「特例適用条文等」欄に「居住開始年月日」等（例：平成 21年４月13日居住開始）を書きます。

○　再び居住の用に供した方が、この控除を受ける場合には、この計算明細書のほか、以下の区分に応じそれぞれ次の書類を提
出します。

○　再び居住の用に供した場合の（特定増改築等）住宅借入金等特別控除に関する詳しいことは、「再び居住の用に供した場合
の（特定増改築等）住宅借入金等特別控除の手続をされる方へ」を読んでください。

○　記載に当たってお分かりにならない点がありましたら、税務署におたずねください。

【再び居住の用に供した場合の再適用】
　再び居住の用に供したことにより、（特
定増改築等）住宅借入金等特別控除の再
適用を受ける場合

①　住民票の写し
②　住宅取得資金に係る借入金の年末残
高等証明書

①　住宅借入金等特別控除を受けるため
に必要な添付書類
②　当初居住した年において居住の用に
供していたことを証する書類（当初そ
の家屋を居住の用に供した日が記載さ
れている住民票など）
③　転任の命令その他これらに準ずるや
むを得ない事由によりその家屋に居住
しなくなったことを明らかにする書類

【再び居住の用に供した場合の適用】
　再び居住の用に供したことにより、初
めてその家屋に係る（特定増改築等）住
宅借入金等特別控除の適用を受ける場合

○ 「（再び居住の用に供したことに係る事項）」欄　

○ 「 2 　新築又は購入した家屋等に係る事項」欄　

○ 「 5 　（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額」欄



平成23年分（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算の基礎となる住宅借入金等の年末残高の計算明細書の書き方

１　「 　居住用部分の家屋又は土地等に係る住宅借入金等の年末残高」欄
（１） ④欄には、金融機関等から交付を受けた「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」（以下「証明書」といい
ます。）に記載されている住宅借入金等の年末残高をその証明書の「住宅借入金等の内訳」欄の区分に応じて書きます
（２か所以上から証明書の交付を受けている場合には、全ての証明書に基づいて書きます。）。
　　なお、（特定増改築等）住宅借入金等特別控除の適用を受けている方が、住宅借入金等の借換えをした場合において、
借換えによる新たな住宅借入金等（一定の要件を満たすものに限ります。）の当初金額が借換え直前の当初住宅借入金
等残高を上回っている場合には、次により計算した金額が（特定増改築等）住宅借入金等特別控除の対象となる住宅
借入金等の年末残高となりますので、ご注意ください。

　また、○の区分に該当する住宅借入金等の年末残高と○、○又は○の区分に該当する住宅借入金等の年末残高を有す
る場合には、税務署におたずねください。

（３）　○の⑧欄の記入に当たっては、○の⑧欄と○の⑧欄の割合又は○の⑧欄と○の⑧欄の割合が同じ場合には、それぞ
れ○の⑧欄の割合又は○の⑧欄の割合を書き、異なる場合は記入を省略して、○の⑨欄に次の　の金額と　の金額の合
計額を書きます。

（４）

（再び居住の用に供した方用）

本年の住宅借入金等の年末残高×
借換え直前の当初住宅借入金等残高

借換えによる新たな住宅借入金等の当初金額
Ｇ Ｅ Ｆ Ｈ

○の⑦欄の金額（　　　 　円）× × （　　　％）＝（　　　　　　円）
○の③欄又は○の③欄の金額（　 　　　円） ○の⑧欄又は
○ の ③ 欄 の 金 額（　 　　　円） ○の⑧欄の割合Ｇ

Ｇ Ｅ Ｆ Ｆ Ｈ

Ｈ Ｇ

Ａ Ｄ
Ｃ

Ｅ
Ｈ

○の⑦欄の金額（　　　 　円）× × （　　　％）＝（　　　　　　円）
○ の ③ 欄 の 金 額（　 　　　円）
○ の ③ 欄 の 金 額（　 　　　円） ○の⑧欄の割合Ｇ
Ｂ
Ｃ

Ｆ

Ｅ

（２）　⑧欄の割合が90％以上である場合は100.0％と書きます。
　　なお、Ⓔの⑧欄とⒻの⑧欄の割合又はⒻの⑧欄とⒽの⑧欄の割合の差が10％以内（前記に該当する方は調整前の数値
　と比較します。）である場合には、それぞれ㋣の面積は「㋬×Ⓔの⑧」又は「㋬×Ⓗの⑧」とし、Ⓕの⑧欄は、それぞれ
　Ⓔの⑧欄の割合又はⒽの⑧欄の割合を書いても差し支えありません。

ⅰ　平成21年１月１日から平成22年12月31日までの間に居住の用に供した場合（ⅶの場合を除きます。）…5,000万円
ⅱ　平成20年中に居住の用に供した場合（ⅶの場合を除きます。）…2,000万円
ⅲ　平成19年中に居住の用に供した場合（ⅶの場合を除きます。）…2,500万円
ⅳ　平成18年中に居住の用に供した場合 … 3,000万円
ⅴ　平成17年中に居住の用に供した場合 … 4,000万円
ⅵ　平成11年１月１日から平成13年６月30日まで、又は平成14年１月１日から平成16年12月31日までの間に居住の用に
　　供した場合 … 5,000万円
ⅶ　特定増改築等住宅借入金等特別控除を選択した場合 … 1,000万円

2　 「 3　特定の増改築等に係る事項」欄
⑴　高齢者等居住改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除を受ける場合に、「⑪高齢者等居住改修工事等の
費用の額」欄には、建築士等から交付を受けた増改築等工事証明書に記載されている「高齢者等居住改修工事等の費用
の額」の金額を書きます。
⑵　高齢者等居住改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除を受ける場合に、「⑫交付等を受ける補助金等の
合計額」欄には、地方公共団体から交付等を受ける補助金等、居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の額の合計
額を書きます。
⑶　断熱改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除を受ける場合に、「⑭断熱改修工事等の費用の額」欄には、
建築士等から交付を受けた増改築等工事証明書に記載されている「断熱改修工事等の費用の額」（平成21年４月１日か
ら平成22年12月31日までの間に居住の用を供した場合は、「第26条の28の５第９項に規定する改修工事の費用の額」）
の金額を書きます。
⑷　「⑮特定断熱改修工事等の費用の額」欄には、建築士等から交付を受けた増改築等工事証明書に記載されている「特
定断熱改修工事等の費用の額」の金額を書きます。

3　 三面への転記
⑩の金額を三面の「住宅借入金等の年末残高の合計額⑩」欄に転記します。
高齢者等居住改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除又は断熱改修工事等に係る特定増改築等住宅借入
金等特別控除を選択した方は、⑩の金額及び⑲の金額を三面の「4　高齢者居住改修工事等に係る特定増改築等住宅借
入金等特別控除を選択した場合」又は「5　断熱改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除を選択した場合」
の算式の該当する欄に転記します。

　⑩欄は、次のⅰから ⅶ に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる金額が最高限度となります。


